
電話法律相談
令和８年６月2３日（火）
１6:００～１９:００

054-273－7615

・学校で友達や先生からいじめられた。
・職場で性的指向を理由に解雇された。
・パートナーと一緒になりたい。
・住宅ローンが組めない。

・パートナーに財産を残したい。

上記日程で女性の
権利ホットラインを
同時開催中です。


